
定
年
年
齢
引
き
上
げ
に

関
す
る
県
の
条
例
は
地
方

公
務
員
も
国
と
同
様
に
、

１
９
６
３
年
度
生
ま
れ
の

人
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
た

め
に
は
、

22
年
６
月
議
会

か
９
月
議
会
に
上
程
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
制

度
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、

「
職
員
が

60
歳
に
達
す
る

日
の
前
年
度
に
、

60
歳
以

後
の
任
用
、
給
与
、
退
職

手
当
に
関
す
る
情
報
を
提

供
し
、
勤
務
の
意
思
を
確

認
す
る
よ
う
努
め
る
」
と

さ
れ
て
お
り
、
国
家
公
務

員
と
同
様
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
で
進
め
る
に
は
、

22
年

度
の
早
い
時
期
ま
で
に
条

例
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

①
２
年
に
１
歳
ず
つ
段
階

的
に
定
年
年
齢
を
引
き
上

げ
る
～
計
画
的
な
新
規
採

用
を国

家
公
務
員
と
同
様
に

２
年
に
１
歳
ず
つ
定
年
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
と
、
１

年
お
き
に
退
職
者
を
補
う

分
と
し
て
新
規
採
用
も
行

わ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。
昨
年
５
月
の
衆
議

院
総
務
委
員
会
で
総
務
大

臣
は
「
引
上
げ
期
間
中
も

一
定
の
新
規
採
用
を
継
続

的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必

要
。
地
方
財
政
措
置
は
自

治
体
の
実
態
な
ど
も
踏
ま

え
、
検
討
す
る
」
と
答
弁

し
て
い
ま
す
。
学
校
現
場

に
ゆ
と
り
を
も
た
ら
し
、

長
時
間
過
密
労
働
を
解
消

さ
せ
る
た
め
に
も
、

61
歳

以
上
の
職
員
は
定
数
に
含

め
な
い
取
り
扱
い
と
す
る

な
ど
を
求
め
る
と
り
く
み

が
必
要
で
す
。

②
役
職
定
年
制
の
導
入

新
陳
代
謝
を
確
保
し
組

織
活
力
を
維
持
す
る
た
め
、

当
分
の
間
、
役
職
定
年
制

を
導
入
し
ま
す
。
校
長
や

教
頭
が
教
諭
に
も
ど
り
、

授
業
や
学
級
担
任
の
仕
事

が
十
分
で
き
る
の
か
。
し

か
も
同
じ
教
諭
の
仕
事
を

し
な
が
ら
、
「
管
理
職
時

代
の
給
与
７
割
」
「
教
諭

と

し

て

の

給

与
７

割

」

「
７
割
に
も
及
ば
な
い
再

任
用
の
給
与
」
が
混
在
し
、

賃
金
面
に
お
い
て
も
大
き

な
矛
盾
が
持
ち
込
ま
れ
ま

す
。
矛
盾
を
解
消
す
る
た

め
に
、
と
り
わ
け
再
任
用

職
員
の
抜
本
的
な
処
遇
改

善
な
ど
要
求
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
す
。

③

60
歳
前
給
与
の
７
割
程

度
水
準
に
は
道
理
が
な
い

60
歳
に
達
し
た
翌
年
度

か
ら
、
仕
事
は
そ
の
ま
ま

で
も
給
料
は
７
割
に
減
ら

さ
れ
ま
す
が
、

60
歳
以
降

の
職
務
の
内
容
や
責
任
が

同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
給

与
水
準
だ
け
が
引
き
下
が

る
こ
と
自
体
が
問
題
と
な

り
ま
す
。

21
年
度
長
崎
県

公
務
共
闘
に
よ
る
人
事
委

員
会
交
渉
で
は
「
国
が
７

割
と
い
う
の
を
定
め
て
い

る
の
で
、
あ
と
は
職
務
の

中
で
ど
の
よ
う
に
折
り
合

い
を
付
け
て
い
く
の
か
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
」
と

回
答
し
「
職
務
給
の
原
則
」

を
踏
ま
え
な
が
ら
の
制
度

設
計
を
示
唆
し
ま
し
た
。

④
賃
金
カ
ー
ブ
（

60
歳
前

後
の
給
与
水
準
）
の
見
直

し
に
言
及
～
公
務
員
の
賃

金
水
準
全
体
を
抑
制

60
歳
の
賃
金
が
最
高
到

達
で
は
な
く
、
今
後
は
、

60
歳
前
か
ら
の
昇
給
を
い
っ

そ
う
な
だ
ら
か
に
し
て

65

歳
を
ピ
ー
ク
に
し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
検

討
条
項
と
し
て
、
「
定
年

引
上
げ
完
成
の
前
に
所
要

の
措
置
を
順
次
講
ず
る
こ

と
」
と
し
、
公
務
員
の
賃

金
水
準
全
体
を
抑
制
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
生
涯

賃
金
へ
の
影
響
も
甚
大
で
、

す
べ
て
の
世
代
に
か
か
わ

る
問
題
で
あ
り
、
賃
金
引

き
下
げ
を
許
さ
な
い
と
り

く
み
が
必
要
で
す
。

⑤
人
事
評
価
の
見
直
し
に

よ
る
「
能
力
・
実
績
主
義
」

の
強
化
が

定
年
年
齢
の
引
き
上
げ

は
、
「
人
事
評
価
制
度
」

の
見
直
し
と
セ
ッ
ト
で
進

め
ら
れ
て
お
り
、
「
人
事

評
価
制
度
」
に
よ
る
い
っ

そ
う
の
教
職
員
の
管
理
強

化
、
賃
金
抑
制
が
す
す
め

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
動
き
を
警

戒
し
、
改
悪
を
許
さ
な
い

と
り
く
み
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

⑥

60
歳
に
達
し
た
以
後
の

退
職
手
当
は
定
年
扱
い
に

60
歳
以
後
定
年
前
の
退

職
に
つ
い
て
「
定
年
」
を

理
由
と
す
る
退
職
と
同
様

に
退
職
手
当
を
算
定
す
る

制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
ピ
ー
ク
時
特
例
」

が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
か
、

都
道
府
県
・
政
令
市
毎
の

退
職
手
当
条
例
を
確
認
し
、

国
家
公
務
員
の
制
度
と
同

様
の
制
度
と
さ
せ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

＊
退
職
金
は
５
年
ご
と
に

見
直
さ
れ
て
お
り
、

22
年

度
は
見
直
さ
れ
る
年
に
あ

た
り
ま
す

⑦
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
制
度
」
を
使
い
や

す
い
制
度
に

60
歳
以
降
の
多
様
な
働

き
方
と
し
て
、
フ
ル
タ
イ

ム
で
な
い
働
き
方
の
選
択

肢
と
し
て
、
改
正
後
の
定

年
年
齢
ま
で
を
任
期
と
し

て
、
従
来
の
再
任
用
制
度

に
準
じ
た
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
制
度
」
が

創
設
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

段
階
的
定
年
引
上
げ
期
間

中
は
、

65
歳
ま
で
は
従
来

の
「
暫
定
再
任
用
」
も
存

置
さ
れ
ま
す
。

60
歳
以
降

の
働
き
方
の
多
様
性
を
保

障
す
る
こ
と
は
必
要
で
す

が
、
現
行
の
再
任
用
制
度

は
処
遇
の
面
で
課
題
だ
ら

け
で
す
。
現
行
の
再
任
用

制

度

は

、

（

２
面

へ

）
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(1)

安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
を

１
月
６
日
、
佐
世
保
支

部
の
濱
本
さ
ん
と
執
行
部

の
３
人
が
、
国
民
春
闘
の

新
春
宣
伝
に
参
加
し
ま
し

た
。
長
崎
、
浦
上
、
諫
早
、

大
村
の
Ｊ
Ｒ
各
駅
前
と
、

佐
世
保
四
ヶ
町
ア
ー
ケ
ー

ド
で
、
宣
伝
チ
ラ
シ
を
配

布
し
ま
し
た
。

春
闘
は
、
労
働
者
の
団

結
と
労
働
組
合
の
共
同
し

た
力
を
一
定
の
時
期
に
集

中
す
る
こ
と
で
、
日
本
の

労
働
運
動
の
弱
点
で
あ
る

企
業
内
中
心
の
運
動
か
ら

国
民
を
含
む
労
働
者
全
体

の
運
動
に
つ
な
げ
る
た
た

か
い
で
す
。

今
年
の
春
闘
は
、
日
本

の
労
働
者
が
直
面
す
る
最

大
の
問
題
で
あ
り
、
コ
ロ

ナ
禍
が
大
災
害
と
な
っ
た

大
き
な
原
因
で
も
あ
る
、

異
常
な
低
賃
金
・
不
安
定

雇
用
の
実
態
を
改
善
さ
せ

る
こ
と
が
最
大
の
争
点
で

す
。
賃
金
や
労
働
条
件
、

さ
ら
に
は
社
会
の
在
り
方

も
、
そ
の
と
き
の
労
資
の

力
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
り

ま
す
。
最
も
困
難
に
直
面

す
る
労
働
者
に
寄
り
添
い
、

希
望
を
語
り
、
と
も
に
た

た
か
う
こ
と
を
信
条
に
、

こ
の
１
年
間
、
奮
闘
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

希
望
持
て
る
社
会
を
労
働
組
合
と

国
民
春
闘
全
国
一
斉
新
春
宣
伝部活で登校する高校生も笑顔

で受け取ってくれた＝大村駅

定
年
引
上
げ
の
課
題
と
要
求
の
方
向

賃金カーブのイメージ

見直し後

現在



（
１
面
よ
り
）
扶
養
手
当

や
住
宅
手
当
と
い
っ
た
生

活
関
連
手
当
が
支
給
さ
れ

な
い
こ
と
や
、
一
時
金
の

支
給
割
合
が
定
年
退
職
前

の
職
員
に
比
べ
大
き
く
低

下
す
る
こ
と
が
大
き
な
課

題
で
す
。

60
歳
定
年
前
と

同
じ
業
務
を
行
い
な
が
ら

賃
金
は
５
割
、
６
割
で
あ

る
実
態
か
ら
み
れ
ば
、
同

一
労
働
同
一
賃
金
や
均
等

待
遇
と
い
う
点
か
ら
も
放

置
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
現
行
の
再
任
用
制

度
も
あ
わ
せ
て
大
幅
に
改

善
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

⑧
安
心
し
て
働
き
続
け
ら

れ
る
引
き
上
げ
を

加
齢
に
よ
る
体
力
や
運

動
機
能
の
低
下
な
ど
に
よ
っ

て
、

60
歳
以
降
は
転
倒
等

の
労
働
災
害
の
リ
ス
ク
が

高
ま
り
ま
す
。

60
歳
ま
で

と
同
様
な
働
き
方
と
は
違

う
配
慮
が
必
要
で
す
。
体

育
実
技
の
免
除
、
寄
宿
舎

指
導
員
の
宿
直
業
務
へ
の

配
慮
な
ど
、
定
年
ま
で
働

き
続
け
ら
れ
る
教
育
条
件

整
備
は
不
可
欠
で
す
。

⑨
柔
軟
な
働
き
方
、
自
己

選
択
の
保
障
を

再
任
用
で
は
な
い
短
時

間
勤
務
制
度
の
導
入
、
介

護
事
情
等
の
消
滅
に
よ
る
、

本
人
の
希
望
に
基
づ
く
短

時
間
か
ら
フ
ル
タ
イ
ム
へ

移
行
な
ど
の
検
討
も
必
要

で
す
。
ま
た
、
教
育
現
場

と
違
い
自
治
体
職
員
の
フ

ル
タ
イ
ム
職
員
は
「
定
数

条
例
」
で
定
数
内
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

ハ
ー
フ
タ
イ
ム
職
員
は
定

数
外
と
な
っ
て
い
ま
す
。

再
任
用
職
員
は
全
て
定
数

外
と
す
る
な
ど
、
定
員
管

理
の
課
題
と
併
せ
て
要
求

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

柔
軟
な
働
き
方
を
保
障
す

る
制
度
と
し
て
は
、
「
高

齢
者
部
分
休
業
」
制
度
や

「
キ
ャ
リ
ア
・
リ
タ
ー
ン

（
介
護
、
育
児
等
の
事
情

に
よ
り
や
む
を
得
ず
退
職

し
た
職
員
の
再
採
用
）
」

制
度
の
活
用
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
定
年
引
き
上
げ
と

あ
わ
せ
て
要
求
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
す
。
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佐
世
保
支
部
で
は
、
支

部
に
属
さ
な
い
組
合
員
の

為
に
退
職
予
定
者
慰
労
会

を

お

こ

な

い

ま

し

た

。

「
支
部
に
属
さ
な
い
組
合

員
」
と
は
高
教
組
組
合
員

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
事
務

職
員
へ
の
任
用
替
え
に
よ

り
義
務
制
へ
異
動
し
た
方
々

を
指
し
ま
す
。
勤
務
の
大

半
を
県
立
学
校
で
過
ご
さ

れ
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、

こ
の
方
々
の
た
め
に
ぜ
ひ

お
祝
い
し
た
い
と
の
有
志

一
同
に
よ
る
も
の
で
す
。

あ
い
に
く
対
象
者
２
名
中

1
名
は
所
用
で
参
加
が
叶

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
濱

本
支
部
長
（
本
年
度
退
職

予
定
）
も
加
わ
り
、
感
謝

状
の
授
与
式
も
行
わ
れ
、

大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
宴

で
し
た
。

(2)

海
事
職
は
「
海
洋
丸
乗
組

員
の
賃
金
・
勤
務
条
件
等
の

改
善
に
つ
い
て
の
要
求
書
」

を
、

21
年

11
月

24
日
に
県

教
委
に
提
出
し
、

12
月

24

日
に
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

高
教
組
か
ら
は
、
海
友
丸
乗

組
員
の
高
比
良
さ
ん
、
吉
田

さ
ん
、
野
杉
さ
ん
、
長
崎
鶴

洋
分
会
の
古
川
分
会
長
と
、

本
部
か
ら
鍛
治
委
員
長
、
佐

藤
書
記
長
、
寺
田
書
記
次
長

の
７
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

県
教
委
か
ら
は
上
原
教
職
員

課
長
、
田
川
人
事
管
理
監
等

８
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

要
求
書
に
対
す
る
口
頭
回

答
後
、
①
一
泊
二
日
の
人
間

ド
ッ
ク
に
つ
い
て
、
②
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
対
策
に
つ
い
て
、
③

22

年
度
以
降
の
海
友
丸
の
運
用

期
間
と
乗
組
員
の
派
遣
期
間

に
つ
い
て
、
④
食
卓
料
の
増

額
に
つ
い
て
、
重
点
的
に
や

り
と
り
を
し
ま
し
た
。
特
に

明
ら
か
に
さ
せ
た
か
っ
た
①

と
②
、
③
に
つ
い
て
は
以
下

の
と
お
り
で
す
。

①
の
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い

て
は
、
長
期
航
海
に
で
る
乗

組
員
は
定
期
健
診
断
を
受
け

ら
れ
ず
不
安
が
あ
る
こ
と
か

ら
、

19
年
度
以
前
の
よ
う
に
、

30
歳
を
除
く
全
員
が
１
泊
２

日
の
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
で

き
る
制
度
に
戻
す
こ
と
を
強

く
要
求
し
て
き
ま
し
た
。
県

教
委
は
、
日
帰
り
は
年
齢
に

関
係
な
く
希
望
す
る
人
は
全

員
受
診
で
き
る
、
泊
つ
き
の

人
間
ド
ッ
ク
は
対
象
年
齢
の

と
こ
ろ
で
日
帰
り
と
選
択
が

で
き
る
と
回
答
し
ま
し
た
。

高
教
組
は
、
検
査
項
目
の
数

を
あ
げ
、
糖
尿
病
検
査
は
泊

の
み
で
日
帰
り
ド
ッ
ク
で
は

検
査
に
入
っ
て
い
な
い
な
ど
、

現
行
の
制
度
に
強
い
不
安
が

あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
船

員
の
人
間
ド
ッ
ク
検
査
項
目

に
つ
い
て
日
帰
り
ド
ッ
ク
で

で
き
な
い
検
査
を
調
べ
た
う

え
で
、
後
日
、
協
議
す
る
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。

②
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に

つ
い
て
は
、
山
口
、
福
岡
、

長
崎
３
県
で
「
実
習
船
海
友

丸
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
対
応
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
が
策
定
さ
れ
て
い
て
、

そ
こ
で
寄
港
の
可
否
、
上
陸

の
可
否
等
含
め
た
運
航
計
画

が
年
度
当
初
に
決
ま
っ
て
お

り
、
そ
れ
が
乗
組
員
に
は
周

知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

③
の
今
後
の
海
友
丸
の
運

用
と
派
遣
期
間
や
労
働
条
件

等
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

８
年
間
（

30
年
度
ま
で
）
、

海
友
丸
の
運
用
と
組
員
の
派

遣
を
確
認
し
、
労
働
条
件
等

の
変
更
が
あ
る
場
合
は
協
議

す
る
こ
と
も
確
認
し
ま
し
た
。

高
教
組
は
、
新
し
い
運
用

期
間
が
は
じ
ま
る
こ
と
に
伴

い
今
年
度
中
に
労
働
条
件
等

を
示
す
文
書
を
つ
く
り
、
そ

れ
を
使
っ
て
全
乗
組
員
を
集

め
説
明
会
を
開
く
こ
と
を
要

求
し
、
県
教
委
は
検
討
す
る

と
回
答
し
ま
し
た
。

今後のスケジュール

①２１秋季年末闘争～２２

春闘 定年年齢引き上げを

含む高齢期雇用、退職手当、

職場環境の改善や人員確保、

困難職種への対応等につい

て具体的な要求書を提出し、

交渉をすすめる。

②２２春闘～２２夏季闘争

～２２秋季年末闘争

２３年度の新規採用、具体

的な人員配置、予算要求、

条例・規則の具体的な運用

や、予算、人員体制等につ

いて、労使の合意をはかる。

長
期
航
海
を
支
え
る
健
診
を

海
事
職
が
県
教
委
交
渉

ち
ょ
っ
と
集
ま
り

楽
し
～
く
お
話
①

第６波前

佐
世
保
支
部
「
支
部
に
属
さ
な
い
組

合
員
の
為
の
退
職
予
定
者
慰
労
会
」

感謝状を授与

今
年
退
職
予
定
の
琴
野
さ
ん
（
左
か
ら
２
人
目
）

と
濱
本
さ
ん
（
右
端
）
に
感
謝
状
。

右
が
高
教
組
。
奥
か
ら
海
事
職
の
吉
田
さ
ん
、
野
杉
さ
ん
、
高
比

良
さ
ん
、
本
部
の
寺
田
書
記
次
長
、
鍛
治
委
員
長
、
鶴
洋
分
会
長

の
古
川
さ
ん
＝
県
庁
会
議
室
。


